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令和５年度 4２5 ▲ 6 ▲ ７

※各年度の人数は４月１日時点

41９

令和４年度 4２5 1 ０

実績値

4２6

4２6

年度 目標値 対目標値 対前年度

令和３年度 4２5 1 -

年齢区分 男性 女性 合計 割合

56歳～6０歳 3０ 14 44 1０.７％

5１歳～55歳 4９ 15 64 15.5％

46歳～5０歳 ２6 1７ 43 1０.4％

41歳～45歳 ２6 1０ 36 ８.７％

36歳～4０歳 43 1７ 6０ 14.5％

31歳～35歳 5０ ２3 ７3 1７.７％

２6歳～3０歳 3８ ２７ 65 15.７％

２１歳～２５歳 1８ 1０ ２８ 6.８％

合計 ２８０ 133 413 1００％

地方公務員法の一部を改正する法律（令和3年

法律第63号）が本年4月 1日から施行されたこ

とに伴い、職員の定年退職年齢が２年に 1歳ずつ

段階的に引き上げられ、定年引上げ期間中の令和

5年度から令和 14年度までは、定年退職者が生

じるのが ２年に一度となります。質の高い行政サ

ービスを将来にわたり安定的に提供できる体制を

確保するため、令和3年度から令和７年度までの

第 3次定員管理計画を見直し、令和6年度から

令和 15年度までの中長期的な定員管理計画を新

たに策定するものです。 

質の高い行政サービスを将来にわたり安定的に

提供できる体制を確保するため、定年引上げ期間

中だけでなく、生産年齢人口が減少する２０４０年

を見据え、新規採用者数をはじめとする定員管理

のあり方を整理する。そのため、令和６年度から令

和１５年度までの１０年間を計画期間とします。 

ただし、計画期間内において、新たな行政需要

の動向や社会情勢の変化に応じて、随時必要な見

直しを行います。

（１）第３次定員管理計画の推進状況 

定員管理計画（令和３年度～令和７年度）の令

和５年４月１日現在の目標値 4２5 人に対し、常勤

職員は４１９人となりました。定員管理計画の進捗

状況については、表１のとおりです。 

表１ 定員管理計画の推進状況 （単位：人）

（２）正職員の年齢構成 

令和５年度の正職員の年齢構成は、表２のとお

りです。３０代前半の職員数が最も多く、４０代前半

の職員数が少ない状況です。各年度において新規

採用職員における女性割合は増加傾向にあります

が、男性と比較して女性が少ない状況は、依然変

わっていません。 

表２ 正職員の年齢構成  （単位：人）

１　計画見直しの背景

２　目標年次・計画期間

3　定員管理計画の推進状況

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

第３次
第４次

今回改訂
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▲ 16 ▲ ２９％

▲ 6 ▲ ７％

▲ 1０ ▲ ２０％

２ ８％

▲ 1 ▲ ２０％

増減 増減率

Ｒ5-Ｈ２5 Ｈ２5比較

14％

０ ０％

２6 ２７％

０

消防 ９3 1０3 1０4 1０6

4２6 41９

その他 ２6 ２4 ２5 ２5 ▲ 1 ▲ 4％

下水道 1２ 11 11 1２

▲ 1２ ▲ 3％

13

合計 431 4２6

水道 15 15 15 14 ▲ 1 ▲ ７％

教育 55 3９ 3７ 3９

衛生 3９ 36 4０ 34 ▲ 5 ▲ 13％

民生 ８２ ７２ ７０ ７6

土木 4９ 4７ 46 3９

1 ７％

商工 13 ２７ ２７ 1２ ▲ 1 ▲ ８％

農林水産 14 14 15 15

０％

税務 ２4 ２5 ２5 ２6

平成２５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

議会 5 4 4 4

労働 ２ ２ ２ ２

総務・企画 ９5 11０ 1０９ 1２1

年度

部門

（３）部門別職員数の推移 

部門別職員数の推移については、表３のとおりです。 

表３ 部門別職員数の推移 （単位：人）

※各年度の人数は４月１日時点。
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▲ ２

3 ２3 ２6 ▲ 11

７ 3２ 3９

２９ 3７

4 4２ 46

短時間 合計 対前年度増減数

ー

フルタイム

平成3０年度

▲ ７令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度 5 1９ ２4 ▲ ２

８

４　現状分析

対前年度増減数

ー

▲ 211 357 368

合計

361

令和２年度

令和３年度

令和４年度 8

24 346 370

フルタイム 短時間

▲ 7353

区分 類似団体 超過数 超過率

部門 Ｒ4.4.1（Ａ） Ｒ４．4.1（Ｂ） Ｒ5.4.1 (Ｂ)-(Ａ)=（Ｃ） (Ｃ)/(Ｂ)

議会 6 4 4 ▲ ２ ▲ 5０.０％

総務・企画 1０6 1０９ 1２1 3 ２.８％

税務 ２９ ２5 ２6 ▲ 4 ▲ 16.０％

民生 1０5 ７０ ７6 ▲ 35 ▲ 5０.０％

衛生 3０ 4０ 34 1０ ２5.０％

労働 1 ２ ２ 1 5０.０％

農林水産 11 15 15 4 ２6.７％

商工 11 ２７ 1２ 16 5９.3％

土木 46 46 3９ ０ ０.０％

小計 345 33８ 3２９ ▲ ７ ▲ ２.1％

教育 5２ 3７ 3９ ▲ 15 ▲ 4０.5％

消防 - - - - -

小計 5２ 3７ 3９ ▲ 15 ▲ 4０.5％

3９７ 3７5 36８ ▲ ２２ ▲ 5.９％

64.９4 53.4９ 5２.43 ▲ 11.45 ▲ ２1.4％

水道 - 15 14 - -

下水道 - 11 1２ - -

その他 - ２5 ２5 - -

小計 - 51 51 - -

- 4２6 41９ - -（参考）合計

恵庭市

一般行政

普通会計　計

特別行政

人口１万人あたり人口

（参考）

公営企業

会　　　計

（４）再任用職員の状況 

公的年金の支給開始年齢の引上げに伴う無収

入期間が発生しないよう雇用と年金の接続を図る

ため、定年退職者に係る再任用制度を活用してお

り、本市ではフルタイム勤務職員よりも短時間勤務

職員の割合が高くなっています。定年の引上げに

より、定年の段階的な引上げ期間においては、暫

定再任用制度が運用されます。

（５）会計年度任用職員の状況 

令和２年４月、特別職非常勤職員及び臨時的任

用職員の任用要件を厳格化し、一般職の会計年

度任用職員制度が創設されました。定年引上げに

伴う常勤職員や暫定再任用職員の増減を見極め

ながら、会計年度任用職員の任用調整を図ること

が必要です。 

（１）類似団体との職員数の比較 

 類似団体とは、全ての市町村を「人口」と「産業構

造」の２つの要素を基準として分類したグループの

ことで、類似団体との職員数の比較は、適正な職

員数を検討するうえで有効な指標です。 

 本市の類似団体区分は、「Ⅱ-3」（人口５万人以

上１０万人未満、産業構造Ⅲ次６５％以上の一般市）

に属し、全国では１２１団体あります。 

 令和４年度の一般行政部門に教育部門を加えた

職員数と人口１万人あたりの職員数では、いずれ

も類似団体の平均値を下回っています。 

表４ 再任用職員の状況   （単位：人）

表５ 会計年度任用職員の状況             （単位：人）

表６ 類似団体との職員数の比較 （単位：人）
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【男性】

取得人数 延べ日数 人数換算

平成3０年度 5 ９5 ０.3

令和元年度 4 ７９ ０.２

令和２年度 6 1７０ ０.5

令和３年度 ９ 4２９ 1.２

令和４年度 ７ 1９3 ０.5

5年平均 6.２ 1９3 ０.5

【女性】

人数換算取得人数 延べ日数

平成3０年度 6 1,6７０ 4.6

令和元年度 ７ 1,43０ 3.９

令和２年度 ９ 1,９63 5.4

令和３年度 13 3,13０ ８.6

令和４年度 ９ 1,７０5 4.７

5年平均 ８.８ 1,９８０ 5.4

平均

団体名

室蘭市

恵庭市

千歳市

北広島市

石狩市 35９ 61.７９ 4０1 6９.０２

31０ 53.66 34７ 6０.０７

７２,７35 3７０ 51.5０ 411

７０,1０８

９７,７16

人口１万人あたり

一般行政 一般行政＋教育

343 4２.８８ 3７７ 4７.13

33８ 4８.２1 3７5 53.4９

職員数 人口１万人あたり 職員数

4９８ 5０.９6 555 56.８０

5８,０９6

5７,７6７

人口

Ｒ4.4.1

７９,９８6

5７.3０

（２）道内類似団体との比較 

 道内にある類似団体５市における人口１万人あた

り職員数の比較は、表７のとおりです。一般行政部

門と教育部門を加えた職員数で比較すると、道内

５市における人口１万人あたりの職員数の平均が

5７.3 人に対し、本市は 53.4 人であり、平均を下

回る人数で行政運営が行われています。 

（３）長期休業等の状況 

はじめに、表８は年度別に育児休業を取得した

延べ人数と休業した日数の合計です。人数換算に

ついては、延べ日数を３６５日で除して、各年度に

おける実労働人数を表しています。女性の５年平

均の人数換算は５．４人であり、一番多いのが令和

３年度の ８.6 人です。組織の年齢構成を分析する

と育児年代の対象となり得る２５歳～４０歳までの

男女の割合が高いことや、令和４年度に地方公務

員の育児休業等に関する法律が改正され、育児休

業の取得回数制限の緩和により、現行では１回で

あった取得回数が最大で４回までの取得が可能に

なったことから、今後の取得率等の増加が見込ま

れます。男性の育児休業等の取得は、女性の活躍

促進のためにも重要なことから、育児休業を取得

しやすい職場づくりを更に進めていく必要がありま

す。 

次に、表９は病気休暇の状況ですが、精神的要

因による取得人数が増加傾向にあります。育児休

業と病気休職による長期休業者の増加は、労働人

員の減少につながるため、代替職員（実稼働職員

数）の補充が課題となります。 

表７ 道内類似団体との比較                 （単位：人） 

表 ８  育児休業の取得状況  （単位：人、日）

表９  病気休暇の状況          （単位：人）
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令和２年度

令和３年度

令和４年度

5年平均

平成30年度

令和元年度

2.6 5.6 0.4 0 8.6

自己都合早期 合計

12

5

10

6

10

3 2 1 0

0 10 0 0

1 4 0 0

4 6 0 0

その他 分限

5 6 1 0

平成3０年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

5年平均

時間/月 時間/年

９.９ 11８.９

1０.5 1２5.4

９.２ 11０.２

1０.２ 1２２.７

11.７ 14０.1

1０.3 1２3.5

（４）時間外勤務の状況 

 本市の時間外勤務の状況は、働き方改革の推進

や新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う事

業縮減の影響等もあり、令和２年度に減少しました

が令和３年度から増加に転じています。 

 なお、令和４年度から時間外勤務の上限を定め

る条例を制定し、課内の情報交換と協力体制、管

理職のマネジメント力の向上に取組んでいます。 

（５）早期退職等の状況 

 早期退職等の状況については、年度により区々

があるものの５年平均で８.6 人となっています。 

 近年は、若年層の職員による自己都合退職が増

加傾向にあり、令和４年度では採用後５年以内に

離職した５名のうち、４名が転職によるものです。  

少子高齢化が進む中、労働人口の減少による厳

しい人材獲得競争が生じており、人材の定着と確

保が課題になっています。 

（6）人件費の状況（普通会計） 

人件費については、職員数や年齢構成の変動な

どにより、決算額では平成２０年度の約４８億円か

ら、令和元年度には約４０億円に減少しており、人

件費率も ２3.6％から１３．１％と下がっています。

なお、令和元年度と令和２年度を比較すると人件

費が約５億９千万円の増額となっておりますが、そ

の主な要因は、令和２年度から会計年度任用職員 

表 1０  時間外勤務の状況  （単位：時間）

表 11  早期退職等の状況               （単位：人）

制度が導入され、従前は物件費として計上されて

いた臨時・非常勤職員に係る賃金等が人件費とし

て計上されたことによるものです。令和２年度以降

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う歳

出総額が増えていることから、人件費率は下がっ

ています。 
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歳出額 人件費 人件費率 職員数 (うち消防職員)

Ｈ２０年度 ２０,3０1,6９5 4,７９２,135 ２3.6％ 4８5 ８８

Ｈ２1年度 ２２,７15,4８6 4,5０5,5８２ 1９.８％ 46２ ８6

Ｈ２２年度 ２3,4０1,5７1 4,515,1９９ 1９.3％ 45８ ８９

Ｈ２3年度 ２4,２８２,９８5 4,3２９,3８２ 1７.８％ 46０ ９０

Ｈ２4年度 ２3,０13,556 4,２54,８6２ 1８.5％ 4７０ ９3

Ｈ２5年度 ２4,4０6,6０７ 4,1９6,6９７ 1７.２％ 4７4 ９3

Ｈ２6年度 ２5,16７,９８1 4,２２3,７９3 16.８％ 4７5 ９９

Ｈ２７年度 ２5,９65,5０２ 4,２13,3７3 16.２％ 46９ 1００

Ｈ２８年度 ２７,２２3,７35 4,０８6,641 15.０％ 4７4 1００

Ｈ２９年度 ２７,８6７,８２７ 4,０1８,９61 14.4％ 4７5 1０２

Ｈ3０年度 ２７,51９,９０4 3,９3０,２９２ 14.3％ 4７７ 1０２

Ｒ1年度 3０,２11,56２ 3,９64,９6８ 13.1％ 4７6 1０２

Ｒ２年度 3７,514,4９1 4,55２,９９1 1２.1％ 4７９ 1０3

Ｒ3年度 35,９９1,3２4 4,635,15０ 1２.９％ 4７９ 1０4

Ｒ4年度 36,２6９,5０７ 4,56０,5２８ 1２.6％ 4７4 1０6

Ｒ4-Ｈ２０ 15,９6７,８1２ ▲ ２31,6０７ ▲ ０ ▲ 11 1８

表１２ 人件費の推移 （単位:千円）

 （単位：百万円）
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５　定年退職者の推移

２０２5 ２０3０

項目 年度 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ1０ Ｒ11 Ｒ1２ Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

定年退職見込数 ０ 5 ０ 5 ０ 11 ０ 16 ０ 3 ８

０ 3 ０ 4 ０ ７ ０ ８ ０ ２ 4

０ ０ ０ ０ ０ 1 ０ 1 ０ 1 1

０ 1 ０ 1 ０ 1 ０ ０ ０ ０ 3

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1 ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 4 ０ ０ ０

０ 1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ２ ０ ０ ０

０ 1 ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０消防

その他

一般事務等

建築

保健師

保育士

土木

業務主事

２０２5 ２０3０

項目 年度 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ1０ Ｒ11 Ｒ1２ Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

①６０歳到達者数 5 5 11 16 3 ８ 16 14 11 13 14

②定年退職見込数 ０ 5 ０ 5 ０ 11 ０ 16 ０ 3 ８

4 ７ 1０ ２1 3７ 4０ 43 54 5７ 5２ 6２③６１歳以上の職員見込数

61 6２ 63 64④定年年齢 65

（１）定年退職者見込数 

今後の定年退職者数の見込みは、表 13 のとおりです。 

定年引上げに伴い、職員の定年退職年齢が２年に１歳ずつ段階的に引き上げられ、定年引上げ期間中

の令和５年度から令和１４年度までは、定年退職者が生じるのが隔年となります。本市では５０代後半の職

員数割合が低い年齢構成となっているため、令和８年度までは対象者数が１０人未満となっています。 

表 13 定年退職者数の見込み                                                     （単位：人）

（２）職種別定年退職者 

今後の職種別定年退職者の見込みは表 14 のとおりです。 

 土木職では、５０代の職員数割合が低い年齢構成となっており、令和１４年度までの定年退職予定者が３

名しかおらず、これまでの退職者数等の補充を基本とした新規採用を行う場合、７年間にわたり採用者数

を確保することができません。同様に消防では９年間にわたり新規採用者を確保できない状況となるため、

職員間の年齢構成に大きな偏りが生じ、専門的な知識・経験・技術の世代間の継承や計画的な人事配置・

人材育成が困難となり、組織力の維持・確保に支障が生じることになります。 

表 14 職種別定年退職者数の見込み                                     （単位：人）

7



７　基本方針及び具体的方策

２０２5 ２０3０

項目 年度 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ1０ Ｒ11 Ｒ1２ Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

８ ９ ８ ８ ８ ９ ７ ８ ７ ７ ８

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

０ 1 1 1 1 ２ ２ ２ ２ ２ ２

1 1 1 1 1 ０ ０ ０ ０ ０ 1

1 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1 ０ ０ ０

２ ２ 1 1 1 1 ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ 1 ０ ０ ０ ０ ０

　 業務主事

　 保育士

　 その他

採用見込数

　 一般行政職

　 建築

　 保健師

　 土木

６　新規採用予定

質の高い行政サービスを将来にわたり安定的に供給できる体制を確保するため、職員の年齢構成の偏

りを是正することが必要であり、一般事務職、土木・建築技術職、保育士職は、計画期間内で平準化を図

り、毎年一定の新規職員を採用する予定です。その他の職種については、退職者補充を原則として最少人

数の採用に努めます。（※自己都合等退職者見込数は含んでいません） 

表１５ 新規採用予定                                          （単位：人）

ｎ年度の数字は、ｎ+1 年度４月１日採用予定数。 

（１）定員管理の基本方針 

定年引上げ期間中にあっては、定年退職者が２年に一度しか生じないことから、新規採用者数が年度に

よって変動することとなり、職員の年齢構成の偏りによる行政サービスの低下が懸念されるため、職種ごと

の職員の年齢構成や退職者の見通しを踏まえた中長期的な観点による定員管理を行います。 

（２）対象となる職員 

地方公共団体定員管理調査の調査対象となる定数職員を基本としながら、再任用職員（暫定再任用短

時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員）、会計年度職員についても一体的に管理します。なお、消

防職員については、恵庭市消防力の整備指針及び恵庭市消防計画において定数管理を行います。 

（３）計画期間 

 職員数の基準日を令和５年４月１日時点とした上で、計画期間を令和６年度から令和１５年度までの１０年

間としますが、社会情勢の変化に応じて随時計画内容の見直しを行います。 
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項目 年度 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ1０ Ｒ11 Ｒ1２ Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

２3 ２3 ２3 ２０ ２０ 1２ 1７ 1２ 16 ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

③計画職員数（4/1基準日） 23 23 23 2０ 2０ 12 1７ 12 1６ ０ ０

①暫定再任用短時間

②定年前再任用短時間

項目 年度 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ1０ Ｒ11 Ｒ1２ Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

3０ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７ ７

35２ 35０ 345 3２９ 3２７ 316 3２７ 316 33７ 3２4 31９

③計画職員数（4/1基準日） 3８2 3５７ 3５2 33６ 334 323 334 323 344 331 32６

②パートタイム

①フルタイム

項目 年度 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ1０ Ｒ11 Ｒ1２ Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15

5 5 11 16 3 ８ 16 14 11 13 14

７ ０ 5 ０ 5 ０ 11 ０ 16 ０ 3

1０ ８ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

③採用見込数 定年退職分 ０ ０ ９ ８ ８ ８ ９ ７ ８ ７ ７

自己都合等分 ０ ８ 3 3 3 ２ 3 ２ 5 3 3

④計画職員数（4/1基準日） 41９ 41９ 4２1 4２７ 4２８ 433 4２９ 433 4２5 43０ 43２

⑤上限人数 42５ 43５

６０歳到達者数

①（前年度）定年退職

②（前年度）自己都合等退職見込

（４）目標となる職員数 

① 常勤職員 

常勤職員の令和１５年度までの数値目標は、表１６のとおりです。 

定年引上げ期間中は、年度間で退職者数にばらつきがあることから、年齢構成の平準化を図るため、新規

職員を継続的に採用する予定です。職種ごとの採用数については、「６ 新規採用予定」の人数を基本とし

ながら、業務や自己都合等退職者数の状況等を踏まえ、各年度において柔軟に対応します。なお、上限人

数については、中間年で見直しを行います。 

表 16 職員の定員管理計画数                                       （単位：人）

② 暫定再任用職員（定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員） 

暫定再任用短時間勤務職員については、令和１３年度までの措置となります。それまでの間、６０歳以降

の職員の働き方について、定期的な動向把握に努めます。 

表１７ 再任用職員（定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員）                             （単位：人） 

③ 会計年度任用職員 

 常勤職員や暫定再任用職員の増減状況を踏まえ、適正配置に努め、職員数を管理します。 

表 1８ 会計年度任用職員                                                        （単位：人） 
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（５）計画の推進方法 

① 組織機構の再構築 

定年引上げ期間中であっても、市民から一層信頼される行政運営を推進するため、職員間の協力が迅

速かつ弾力的に行えるよう、庁内横断的な連携体制の強化に努め、柔軟で機動性の高い組織を構築しま

す。 

② ＤＸ（デジタル化）の推進 

市民の利便性の向上や将来にわたる持続可能で安定的な行政運営を実現するため、恵庭市デジタル化

推進計画に基づき、ＩＣＴ 技術の利活用による行政手続きの簡素化・省力化、ＡＩ や ＲＰＡ 等の情報化技術

を用いた業務改善に取り組みます。 

③ 高齢期職員の活躍推進 

定年引上げにより６０歳以上の職員の割合が相対的に高まることに加え、役職定年制度が導入される中、

高齢期職員の持つ多様な知識や経験、能力等を最大限活かせるよう、個々の職員の適性や能力に応じた

人事配置に努めます。 

④ 多様な任用形態の活用 

 専門的な知識や豊富な経験を必要とする業務については暫定再任用職員・定年前再任用職員を配置し、

定型業務・臨時的な業務等で、民間委託できない業務等については会計年度任用職員を活用するなど、

多様な任用形態を活用しながら、社会情勢の変化や多様化・高度化する行政ニーズに柔軟に対応できる

組織を構築します。 

⑤ 人材育成と健康管理 

限られた職員数で最大の行政効果を発揮できるよう、恵庭市人材育成基本方針に基づく職員研修をと

おして能力開発に取り組むとともに、人事評価と連動した人材育成を推進し、組織力の向上と効果的な人

材活用に努めます。また、特定事業主行動計画に基づき、職員の健康維持、ワーク・ライフ・バランスの充実

を図り、良好な職場環境を構築します。 
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